業者各位


「同等品」で入札される場合の手続きについて


仕様書に「参考品」として示した物品等については、「参考品」のメーカー・型番と同等以上の品目（以下「同等品」という。）で入札（または見積り合せ）に参加することができます。
この場合、下記により担当係へ同等品の確認を行ってください。
事前に確認を受けていない同等品で見積り、落札候補者となった場合、契約を締結することができない場合がありますので、必ず事前に確認を受けてください。


記

１．同等品の定義
同等品とは、規格・品質・性能・価値等が参考品と同等以上であるものをいいます。

２．同等品審査の方法
同等品確認申請を行おうとする場合は、指定する日(※下記参照)までに、「同等品確認書」（別添）に、当該申請物品等の諸元が確認できるカタログ等の写しを添付のうえ郵送・持参にて提出して
ください。

※入札の場合･･･参加申請書受付締切日、３日前(土日祝日を除く) の１７時まで
(※電子調達システムでの送信不可(FAX等をご利用ください))
　※見積合わせの場合･･･見積書提出期限日、３日前(土日祝日を除く) の１７時まで

３．同等品確認結果の通知
指定する日時までに提出された「同等品確認書」等について、当局で審査を行い、同等品として認められないと判断した場合に、通知いたします。　(※同等品として認められる場合は、通知いたしません)
なお、同等品と認められなかった物品にて、入札（見積り合せ）に参加することはできませんので、ご注意ください。　　　　　　

４．その他
　　参考品で入札（見積り合せ）に参加される場合は、確認の必要はありません。


【 担　当 】
〒840-0801
佐賀市駅前中央３丁目３－２０
佐賀第二合同庁舎
佐賀労働局 総務部 総務課
会計第二係　　川 副 淳 美
電話(0952)32-7155
FAX (0952)32-7156
■ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　kawazoe-atsumi@mhlw.go.jp


【 担　当 】
〒840-0801
佐賀市駅前中央３丁目３－２０
佐賀第二合同庁舎
佐賀労働局 総務部 総務課
会計第二係　　安藤
電話(0952)32-7155
FAX (0952)32-7156













(別添)
同　等　品　確　認　書

	件　　名
	



	No
	参考品
	同等品候補
	確認結果
	確認印

	
	ﾒｰｶｰ名・品番・規格等
	ﾒｰｶｰ名・品番・規格等
	税抜価格
	
	

	1
	

	
	
	可 ・ 否
	

	2
	

	
	
	可 ・ 否
	

	3
	
	
	
	可 ・ 否
	

	4
	
	
	
	可 ・ 否
	

	5
	

	
	
	可 ・ 否
	

	6
	
	
	
	可 ・ 否
	

	


上記の同等品候補は、参考品と同等品であることの確認をお願いします。

令和　　年　　月　　日


住　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　  印
（担当者：　　　　　　　　　　　　　　）　
電話 番号　　　　　　　　　　　
FAX番号　　　　　　　　　　　　


注1）「同等品候補」欄には、同等品の承認を受けたい物品のメーカー名・品番・規格等及び税抜価格（カタログ表示等のメーカー希望小売価格）を記入してください。
注2）この同等品確認書にカタログ等を添付して、当局が指定する日までに提出してください。
注3）同等品で入札（見積り合せ）する場合は、必ずこの確認書で事前に承認を受けてください。
